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 令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症

に変更されました。 

これを踏まえ、これまでにお知らせした新型コロナウイルス感染症関係の取扱い等につ

いては、令和５年５月７日をもって終了しました。 


